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認定薬局制度の
運用状況について

1ページ

○ 薬剤師・薬局を取り巻く状況が変化する中、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、以下の機能を有すると認められる
薬局について、都道府県知事の認定により名称表示を可能とする。（令和３年８月１日施行。1年ごとの更新）

・入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局
（地域連携薬局）
・がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局（専門医療機関連携薬局）

認定薬局制度の概要

地域連携薬局 専門医療機関連携薬局

2ページ
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 外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療提供施設との服薬情報の
一元的・継続的な情報連携に対応できる薬局

 他の医療提供施設（医療機関、薬局等）の医療従事者との連携体制を構築した上で対応することが
必要。

 地域連携薬局としては、他の薬局に対する医薬品の提供や医薬品に係る情報発信、研修等の実施を
通じて、他の薬局の業務を支えるような取組も期待。

 がん患者に対して、がん診療連携拠点病院等との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高
い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局

 専門医療機関連携薬局としては、他の薬局に対する抗がん剤等の医薬品の提供、がんの薬物療法に
係る専門性の高い情報発信、高度な薬学管理を行うために必要な研修等の実施を通じて、専門的な
薬学管理が対応可能となるよう他の薬局の業務を支えるような取組も期待。

認定薬局の役割
地域連携薬局

専門医療機関連携薬局（がん）

3ページ

認定を受けると・・・

○○薬局
地域連携薬局

○○薬局
地域連携薬局

○ 認定を受けた薬局（地域連携薬局／専門医療機関連携薬局）と称することができる。
※ 認定を受けていない薬局は、これらの名称（紛らわしい名称を含む。）を称してはならない。
○ 認定を受けた薬局は、薬局の内側と外側の見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
・ 地域連携薬局／専門医療機関連携薬局である旨 ・ 地域連携薬局／専門医療機関連携薬局の機能の説明
※ その他、認定証の掲示なども必要となる

地域連携薬局

地域連携薬局
の機能～～～

地域
連携
薬局
認定証

薬局
開設
許可証

高度管理
医療機器
等販売業
許可証

麻薬
小売業者
免許証
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 患者が安心して相談しやすい体制
構造設備（プライバシーへの配慮、バリアフリーへの配慮）
構造設備（個室等のプライバシーへの配慮、バリアフリーへの配慮）

 医療提供施設（医療機関、薬局等）との連携体制（顔の見える関係づくり）
地域包括ケアシステムの構築に資する会議への継続的な参加、
医療機関や薬局との情報共有の体制（外来、入退院、在宅）、
それを担保する実績（医療機関への情報提供の実績:月30回以上）
医療機関（がん診療連携拠点病院等）との会議への継続的な参加、医療機関や薬局との情報共有の体制、
それを担保する実績（医療機関への情報提供の実績:がん患者の半数以上）

 地域でいつでも相談・調剤できる体制への参加（薬局間の連携など）
時間外の相談対応、休日・夜間の調剤対応、薬剤の提供、地域のDI室の役割、
特殊な調剤への対応（麻薬、無菌製剤処理）
時間外の相談対応、休日・夜間の調剤対応、抗がん剤等の提供、
特殊な調剤への対応（麻薬）、抗がん剤等に係る地域のDI室の役割

 一定の資質を持つ薬剤師が連携体制や患者に継続して関わるための体制
常勤薬剤師の勤務体制（半数が継続1年以上勤務）、研修修了薬剤師（常勤薬剤師の半数修了）、
計画的な研修受講、医療安全対策
常勤薬剤師の勤務体制（半数が継続1年以上勤務）、
がんの専門性を有する薬剤師、計画的ながんの専門性に係る研修受講、医療安全対策

 在宅医療に対応する体制
在宅訪問の実績（月2回以上）、医療機器・衛生材料の提供

認定基準の概要（基準の考え方）
地域
専門

地域

専門

地域

専門

地域

専門

地域
5ページ

・認定に係る事務に関する重要事項を調査審議させるために、地方薬事審議会を置くことができることが法令により規定されている。

・本県では令和２年度薬事審議会において、次のとおり福岡県薬事審議会が関与することを決定している。

・今年度は、薬事審議会で審議するべき案件が生じなかったため、認定状況などの報告のみを行う。

すべての案件について、県で認定を行い、薬事審議会に事後報告

申請者 県
①認定申請

②基準照合､
処分決定

③認定（認定拒否）

【認定への関与】
○ 定例の薬事審議会において認定状況などの報告を行う（事後報告）

○ 認定状況を踏まえて、薬事審議会の認定制度への関与について御審議いただく。

【認定申請に対する処理】

薬事審議会
④ 報告
(事後)

認定に係る福岡県薬事審議会の関与

6ページ
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認定状況などについて（R7.12.1 時点） 

（１）保健所別認定薬局件数 

保健所名 
地域 

連携薬局 

専門医療機関 

連携薬局 

筑紫 15  

粕屋 9  

糸島 1  

宗像・遠賀 7  

嘉穂・鞍手 6  

田川 1  

 

 

（２）地域連携薬局累積件数 

 

 

 

     ※令和７年１月１日～１２月１日：新規１６件、返納１７件 

 

【返納の主な理由】 

・「常勤薬剤師の半数以上が継続１年以上勤務」の基準を満たさない 

   ・「常勤薬剤師の半数以上が健康サポート薬局研修を修了」の基準を満たさない 

※ 健康サポート薬局研修 

      健康サポート薬局で求められる、要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に

関する助言、健康の維持増進に関する相談並びに適切な専門職種又は関係機関への紹介等に

関する研修。技能習得型研修と知識習得型研修から構成されている。健康サポート薬局制度

上は研修修了薬剤師となるには５年間の実務経験を要するが、認定薬局の基準上は、実務経

験は不問。 
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保健所名 
地域 

連携薬局 

専門医療機関 

連携薬局 

北筑後 5  

南筑後 5  

京築 8  

北九州市 17 1 

福岡市 41 8 

久留米市 7 2 

計 122 11 
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大
麻

草
栽

培
者

免
許

に
つ

い
て

⃝
法

改
正

に
よ

り
「
大
麻
取
締
法
」

か
ら
「
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」

に
名

称
が

変
更

さ
れ

た
。

⃝
大

麻
草

の
栽

培
免

許
に

つ
い

て
、

栽
培

目
的

に
応

じ
た

免
許

区
分

が
新

た
に

定
め

ら
れ

た
。

免
許

区
分

栽
培

目
的

栽
培

品
種

免
許

権
者

第
一

種
大

麻
草

採
取

栽
培

者
製

品
※

1 の
原

材
料

※
1 

飲
食

料
品

、
化

粧
品

、
建

築
用

資
材

そ
の

他
の

資
材

、
嗜

好
品

、
飼

料
、

肥
料

、
燃

料

低
TH

C品
種

（
0.

3％
以

下
）

都
道
府
県
知
事

第
二

種
大

麻
草

採
取

栽
培

者
医

薬
品

の
原

料
制

限
な

し
厚

生
労

働
大

臣
大

麻
草

研
究

栽
培

者
大

麻
草

の
研

究
※

2

※
2

栽
培

を
行

わ
ず

に
大

麻
草

の
研

究
を

行
う

場
合

は
麻
薬
研
究
者
免
許

を
取

得
（

免
許

権
者

は
都

道
府

県
知

事
）

【
各

大
麻

草
栽

培
者

免
許

の
概

要
】
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大
麻

草
栽

培
規

制
法

の
対

応
状

況
に

つ
い

て

⃝
本

県
で

は
、

１
名

の
者

に
対

し
第

一
種

大
麻

草
採

取
栽

培
者

免
許

を
交

付
。

∟
栽

培
目

的
は

「
飲

食
料

品
」

「
建

築
用

資
材

そ
の

他
の

資
材

」
「

燃
料

」
の

原
材

料
の

採
取

。

大
麻

草
栽

培
者

免
許

交
付

状
況

（
R7

.1
2.

31
時

点
）

⃝
免

許
申

請
時

に
加

え
、

栽
培

の
状

況
（

播
種

、
播

種
１

月
後

等
）

に
応

じ
て

立
入

調
査

を
実

施
。

⃝
九

州
厚

生
局

麻
薬

取
締

部
と

合
同

で
収

去
検

査
を

実
施

。
大

麻
草

１
品

種
を

収
去

し
、
Δ9
-T
H
C濃

度
が

基
準

値
以

下
の

大
麻

草
を

栽
培

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
。

第
一

種
大

麻
草

採
取

栽
培

者
へ

の
監

視
指

導
状

況

⃝
令

和
７

年
度

に
収

去
し

た
大

麻
草

の
分

析
は

九
州

厚
生

局
麻

薬
取

締
部

が
実

施
。

⃝
令

和
８

年
度

以
降

、
本

県
に

お
い

て
も

大
麻

草
の

分
析

を
行

え
る

よ
う

検
査

体
制

の
整

備
を

進
め

て
い

く
。大

麻
草

の
検

査
体

制
整

備
に

つ
い

て
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大
麻

草
由

来
製

品
の

成
分

規
制

に
つ

い
て

⃝
大

麻
取

締
法

に
お

い
て

は
、

大
麻

由
来

製
品

（
CB

D
製

品
等

）
は

、
大

麻
草

の
成
熟
し
た

茎
及

び
種

か
ら

製
造

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
た

。
（
部
位
規
制
）

⃝
法

改
正

に
よ

り
、

大
麻

取
締

法
に

よ
る
部
位
規
制

か
ら

麻
薬

及
び

向
精

神
薬

取
締

法
に

よ
る
成
分
規
制

へ
移

行
す

る
と

と
も

に
、

大
麻

由
来

製
品

に
係

る
Δ
9-
TH
C残
留
限
度
値

が
設

定
さ

れ
た

。
⃝

残
留

限
度

値
を

超
え

る
量

の
Δ9

-T
H

Cを
含

有
す

る
製

品
は
麻
薬

に
該

当
す

る
。

種
類

残
留

限
度

値
製

品
例

油
脂

（
常

温
で

液
体

の
も

の
）

及
び

粉
末

10
pp

m
CB

D
オ

イ
ル

・
CB

D
パ

ウ
ダ

ー
等

水
溶

液
0.

1p
pm

清
涼

飲
料

水
・

化
粧

水
等

そ
の

他
1p

pm
菓

子
類

・
電

子
タ

バ
コ

等

※
全

て
の

製
品

は
、

常
温

に
お

け
る

状
態

で
区

分
を

判
断

す
る

。

【
製

品
等

の
Δ9
-T
H
C残

留
限

度
値

】
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○
福

岡
県

で
は

、
危

険
ド

ラ
ッ

グ
に

よ
る

県
民

の
健

康
被

害
の

発
生

を
防

止
す

る
た

め
県

内
の

店
舗

等
か

ら
危

険
ド

ラ
ッ

グ
製

品
の

買
上

検
査

を
実

施
し

て
い

る
。

○
令

和
７

年
２

月
に

店
舗

か
ら

買
い

上
げ

た
製

品
に

つ
い

て
、

残
留

限
度

値
を

超
え

る
Δ9

-
TH

Cが
検

出
さ

れ
た

。
○

他
自

治
体

が
実

施
し

た
買

上
検

査
に

お
い

て
も

残
留

限
度

値
を

超
え

る
Δ9

-T
H

Cが
検

出
さ

れ
て

お
り

、
引

き
続

き
、

同
成

分
の

検
査

を
実

施
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

商
品

名
:

CB
D

 E
AS

T 
GU

M
M

IE
S 

い
ち

ご
味

性
状

:
グ

ミ
（

菓
子

類
）

危
険

ド
ラ

ッ
グ

製
品

の
買

上
検

査
に

つ
い

て

【
製

品
の

外
観

】
【

製
品

の
概

要
】
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